
 

【表紙】  

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成29年11月10日

【四半期会計期間】 第64期第２四半期(自 平成29年７月１日 至 平成29年９月30日)

【会社名】 佐藤食品工業株式会社

【英訳名】 SATO FOODS INDUSTRIES CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長   佐 藤 仁 一

【本店の所在の場所】 愛知県小牧市堀の内四丁目154番地

【電話番号】 (0568)77―7316(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役   上 田 正 博

【最寄りの連絡場所】 愛知県小牧市堀の内四丁目154番地

【電話番号】 (0568)77―7316(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役   上 田 正 博

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
 

 

EDINET提出書類

佐藤食品工業株式会社(E00484)

四半期報告書

 1/21



第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

 

回次
第63期

第２四半期累計期間
第64期

第２四半期累計期間
第63期

会計期間
自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日

自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日

自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日

売上高 (千円) 3,012,258 3,200,656 6,152,000

経常利益 (千円) 559,489 547,591 1,151,436

四半期(当期)純利益 (千円) 387,921 400,360 810,783

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) － － －

資本金 (千円) 3,672,275 3,672,275 3,672,275

発行済株式総数 (株) 9,326,460 9,326,460 9,326,460

純資産額 (千円) 14,344,464 15,193,019 14,822,022

総資産額 (千円) 16,213,118 17,359,210 16,486,108

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 62.10 64.09 129.79

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 61.84 63.74 129.24

１株当たり配当額 (円) 15.00 15.00 30.00

自己資本比率 (％) 88.4 87.4 89.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 280,623 579,007 761,938

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △84,310 △543 △199,695

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △93,912 △93,896 △188,114

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 4,974,929 5,731,225 5,246,658
 

 

回次
第63期

第２四半期会計期間
第64期

第２四半期会計期間

会計期間
自 平成28年７月１日
至 平成28年９月30日

自 平成29年７月１日
至 平成29年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 29.60 28.54
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

 

２ 【事業の内容】

当第２四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。また

当社は、子会社及び関連会社を一切有しておりません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資

者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリス

ク」についての重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(１)業績の状況

当第２四半期累計期間における我が国経済は、米国の政権移行、地政学的リスク等による世界経済が先行き不透

明な中、雇用情勢・所得環境の改善に伴う個人消費の回復等により、緩やかな回復基調が続きました。

このような状況のもと、当社の当第２四半期累計期間における売上実績は、茶エキスにつきましては、ウーロン

茶エキスが減少したものの、緑茶エキス・ほうじ茶エキス等が増加したため、売上高は 1,677百万円（対前年同四

半期比 13.8％増）となりました。

粉末天然調味料につきましては、粉末鰹節・粉末椎茸等が減少したものの、粉末魚介・粉末昆布等が増加したた

め、売上高は 829百万円（同 1.9％増）となりました。

液体天然調味料につきましては、昆布エキス・鰹節エキス等が減少したため、売上高は 349百万円（同 5.0％

減）となりました。

植物エキスにつきましては、果実エキスが減少したものの、機能性植物エキス等が増加したため、売上高は 290

百万円（同 7.8％増）となりました。

粉末酒につきましては、清酒タイプ・ブランデータイプ等が減少したため、売上高は 49百万円（同 39.5％減）

となりました。

以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は 3,200百万円（同 6.3％増）となり、前年同四半期に比べ 188百

万円増加しました。

損益面につきましては、燃料コストの上昇や新技術開発投資が当初見込みより増加したことにより営業利益は

500百万円（同 4.9％減）、経常利益は 547百万円（同 2.1％減）となりました。また、投資有価証券売却益 36百

万円及び法人税等 185百万円（同 9.6％増）を計上したため、四半期純利益は 400百万円（同 3.2％増）となりま

した。

なお、当社は食品加工事業の単一セグメントであるため、セグメント情報は記載しておりません。
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(２)財政状態の分析

当第２四半期会計期間末における資産合計は 17,359百万円となり、前事業年度末に比べ 873百万円増加しまし

た。

流動資産については 8,650百万円となり、前事業年度末に比べ 958百万円増加しました。主に、現金及び預金が

484百万円、売上債権が 423百万円、それぞれ増加したことによります。

固定資産については 8,708百万円となり、前事業年度末に比べ 85百万円減少しました。主に、投資有価証券が

63百万円増加したものの、有形固定資産が 157百万円減少したことによります。

負債合計は 2,166百万円となり、前事業年度末に比べ 502百万円増加しました。

流動負債については 1,860百万円となり、前事業年度末に比べ 479百万円増加しました。主に、仕入債務が 202

百万円、未払法人税等が 183百万円、それぞれ増加したことによります。

固定負債については 305百万円となり、前事業年度末に比べ 22百万円増加しました。主に、繰延税金負債が 22

百万円増加したことによります。

純資産合計は 15,193百万円となり、前事業年度末に比べ 370百万円増加しました。主に、配当金の支出により

93百万円減少したものの、四半期純利益 400百万円を計上し、その他有価証券評価差額金が 56百万円増加したこと

によります。

　

(３)キャッシュ・フローの状況

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ 484百万

円増加し、5,731百万円となりました。

なお、当第２四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況と要因は、次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期累計期間における営業活動による資金の増加は、579百万円（前年同四半期は 280百万円の増加）

となりました。これは主に、税引前四半期純利益 586百万円及び、減価償却費 209百万円によるものでありま

す。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期累計期間における投資活動による資金の減少は、0百万円（前年同四半期は 84百万円の減少）と

なりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入 56百万円及び、有形固定資産の取得による支出 44百

万円によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期累計期間における財務活動による資金の減少は、93百万円（前年同四半期は 93百万円の減少）と

なりました。これは主に、配当金の支払額 93百万円によるものであります。

　

(４)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題

はありません。

 

(５)研究開発活動

当第２四半期累計期間の研究開発費の総額は 94百万円であります。

　なお、当第２四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(１)【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 27,000,000

計 27,000,000
 

 

② 【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成29年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年11月10日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 9,326,460 9,326,460
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
(スタンダード)

単元株式数は100株
であります。

計 9,326,460 9,326,460 ― ―
 

 

(２) 【新株予約権等の状況】

当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 平成29年８月25日

新株予約権の数 809個（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 8,090株（注）１

新株予約権の行使時の払込金額 １円

新株予約権の行使期間 平成29年９月12日～平成59年９月11日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

発行価格 1,013円
資本組入額 （注）２

 

新株予約権の行使の条件
当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約
権を行使できるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会
の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）３
 

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数（以下「付与株式数」という。）は、10株であります。

新株予約権割当後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整に

より生ずる１株未満の端数は切り捨てる。

　　調整後付与株式数　＝　調整前付与株式数　×　株式分割又は株式併合の比率

また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必

要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
 ２．（1）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、

これを切り上げる。

  （2）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記（1）記載の資

本金等増加限度額から上記（1）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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 ３．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分

割会社となる場合に限る。）又は株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。）（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸

収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割

につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき

株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同

じ。）の直前において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に

対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象

会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社

の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約

又は株式移転計画において定めることを条件とする。
  （1）交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
  （2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。
  （3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記１に準じて決定する。
  （4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に

上記（3）に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる

金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることがで

きる再編対象会社の株式１株当たり１円とする。
  （5）新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日

から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
  （6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記２に準じて決定する。
  （7）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
  （8）新株予約権の取得条項

残存新株予約権に定められた事項に準じて決定する。
  （9）その他の新株予約権の行使の条件

上記の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
 

 

(３) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(４) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(５) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成29年９月30日 ― 9,326,460 ― 3,672,275 ― 3,932,375
 

 

(６) 【大株主の状況】

平成29年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

佐藤仁一 愛知県岩倉市 2,038 21.86

横浜冷凍株式会社
神奈川県横浜市西区
みなとみらい４丁目６番２号

579 6.21

新興プランテック株式会社
神奈川県横浜市磯子区
新磯子町27番地５

295 3.17

ブルドックソース株式会社 東京都中央区日本橋兜町11番５号 285 3.06

株式会社名古屋銀行
愛知県名古屋市中区
錦３丁目19番17号

271 2.91

株式会社愛知銀行
愛知県名古屋市中区
栄３丁目14番12号

267 2.87

湯原善衛 愛知県瀬戸市 252 2.70

佐藤京子 愛知県岩倉市 203 2.19

株式会社十六銀行 岐阜県岐阜市神田町８丁目26番地 200 2.14

コクサイエアロマリン株式会社 東京都港区西新橋２丁目５番２号 170 1.82

計 ― 4,563 48.93
 

(注) 上記の他、当社所有の自己株式 3,079千株（33.02％）があります。
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(７) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成29年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式

3,079,900
―

権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

6,235,100
62,351 同上

単元未満株式
普通株式

11,460
― ―

発行済株式総数 9,326,460 ― ―

総株主の議決権 ― 62,351 ―
 

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式 26株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

  平成29年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
佐藤食品工業株式会社

愛知県小牧市堀の内
四丁目154番地

3,079,900 ─ 3,079,900 33.02

計 ― 3,079,900 ─ 3,079,900 33.02
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間(平成29年７月１日から平成29年

９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成29年４月１日から平成29年９月30日まで)に係る四半期財務諸表につい

て、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。　
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１ 【四半期財務諸表】

(１) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 5,246,658 5,731,225

  受取手形及び売掛金 1,134,129 ※1  1,557,435

  製品 588,857 608,897

  仕掛品 340,902 332,796

  原材料及び貯蔵品 310,127 311,358

  その他 70,810 108,683

  貸倒引当金 △113 △156

  流動資産合計 7,691,372 8,650,241

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 1,861,621 1,808,354

   機械及び装置（純額） 1,448,531 1,344,594

   土地 2,468,073 2,468,073

   建設仮勘定 472 3,100

   その他（純額） 112,001 108,698

   有形固定資産合計 5,890,700 5,732,822

  無形固定資産 23,365 21,085

  投資その他の資産   

   投資有価証券 2,673,572 2,736,603

   破産更生債権等 1,446,594 1,445,419

   その他 207,096 218,458

   貸倒引当金 △1,446,594 △1,445,419

   投資その他の資産合計 2,880,668 2,955,062

  固定資産合計 8,794,735 8,708,969

 資産合計 16,486,108 17,359,210
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期会計期間
(平成29年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 285,656 487,712

  短期借入金 ※2  690,000 ※2  690,000

  未払金 103,087 128,623

  未払法人税等 34,966 218,306

  賞与引当金 114,000 134,500

  設備関係支払手形 6,128 2,608

  その他 147,724 199,158

  流動負債合計 1,381,562 1,860,910

 固定負債   

  役員退職慰労引当金 24,340 24,340

  繰延税金負債 202,680 225,400

  資産除去債務 55,503 55,539

  固定負債合計 282,523 305,280

 負債合計 1,664,085 2,166,190

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 3,672,275 3,672,275

  資本剰余金 4,444,793 4,444,793

  利益剰余金 9,657,305 9,963,967

  自己株式 △3,429,256 △3,429,355

  株主資本合計 14,345,117 14,651,679

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 459,907 516,155

  評価・換算差額等合計 459,907 516,155

 新株予約権 16,997 25,184

 純資産合計 14,822,022 15,193,019

負債純資産合計 16,486,108 17,359,210
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(２) 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第２四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 3,012,258 3,200,656

売上原価 2,071,941 2,269,981

売上総利益 940,316 930,675

販売費及び一般管理費 ※  414,043 ※  430,117

営業利益 526,273 500,558

営業外収益   

 受取利息 638 600

 受取配当金 35,752 41,007

 貸倒引当金戻入額 1,379 1,132

 その他 3,633 6,677

 営業外収益合計 41,403 49,418

営業外費用   

 支払利息 2,455 2,383

 貯蔵品処分損 5,730 －

 その他 1 1

 営業外費用合計 8,187 2,385

経常利益 559,489 547,591

特別利益   

 受取損害賠償金 1,833 2,647

 投資有価証券売却益 － 36,149

 特別利益合計 1,833 38,796

特別損失   

 損害賠償金 593 －

 固定資産除却損 3,372 382

 特別損失合計 3,965 382

税引前四半期純利益 557,357 586,005

法人税等 169,436 185,645

四半期純利益 387,921 400,360
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(３) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前第２四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前四半期純利益 557,357 586,005

 減価償却費 207,750 209,333

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,379 △1,132

 賞与引当金の増減額（△は減少） 3,200 20,500

 保険解約損益（△は益） △266 △81

 受取利息及び受取配当金 △36,390 △41,608

 支払利息 2,455 2,383

 有形固定資産除却損 3,372 382

 投資有価証券売却損益（△は益） － △36,149

 損害賠償金 593 －

 売上債権の増減額（△は増加） △76,548 △423,306

 たな卸資産の増減額（△は増加） △113,530 △13,600

 その他の流動資産の増減額（△は増加） △44,217 △38,797

 仕入債務の増減額（△は減少） 84,380 199,507

 未払金の増減額（△は減少） △11,222 20,504

 未払費用の増減額（△は減少） 2,891 17,087

 未払消費税等の増減額（△は減少） △27,044 24,204

 破産更生債権等の増減額（△は増加） 1,387 1,175

 その他の流動負債の増減額（△は減少） 1,862 1,290

 受取損害賠償金 △1,833 △2,647

 その他 6,488 8,187

 小計 559,306 533,238

 利息及び配当金の受取額 36,430 41,607

 損害賠償金の受取額 1,833 －

 利息の支払額 △2,393 △2,385

 損害賠償金の支払額 △593 －

 法人税等の支払額 △313,961 △14,388

 法人税等の還付額 － 20,935

 営業活動によるキャッシュ・フロー 280,623 579,007
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           (単位：千円)

          前第２四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △62,588 △44,480

 無形固定資産の取得による支出 △2,600 △444

 投資有価証券の取得による支出 △4,302 △4,542

 投資有価証券の売却による収入 － 56,321

 長期前払費用の取得による支出 △4,637 －

 その他の支出 △11,608 △11,635

 その他の収入 809 3,929

 その他 617 308

 投資活動によるキャッシュ・フロー △84,310 △543

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 自己株式の取得による支出 △215 △99

 配当金の支払額 △93,696 △93,797

 財務活動によるキャッシュ・フロー △93,912 △93,896

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 102,399 484,566

現金及び現金同等物の期首残高 4,872,529 5,246,658

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  4,974,929 ※  5,731,225
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

 
当第２四半期累計期間

(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)

税金費用の計算

　税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対す

る税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税

率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると

著しく合理性を欠く結果となる場合には法定実効税率を使用しております。
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(四半期貸借対照表関係)

※１　四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当

第２四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形が、四半期会計期

間末残高に含まれております。

 
前事業年度

(平成29年３月31日)

当第２四半期会計期間

(平成29年９月30日)

受取手形 －千円 61,065千円
 

 

※２　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締

結しております。

当第２四半期会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高は次のとお

りであります。

 
前事業年度

(平成29年３月31日)

当第２四半期会計期間

(平成29年９月30日)

当座貸越限度額及び
貸出コミットメントの総額

2,000,000千円 2,000,000千円

借入実行残高 690,000千円 690,000千円

差引額 1,310,000千円 1,310,000千円
 

 

(四半期損益計算書関係)

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
前第２四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

試験研究費 92,136千円 94,206千円

給与手当 68,544千円 63,400千円

荷造・運搬費 48,749千円 50,015千円

役員報酬 36,888千円 47,802千円

支払手数料 23,843千円 25,683千円

賞与引当金繰入額 21,951千円 25,175千円
 

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおり

であります。

 
前第２四半期累計期間

(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

現金及び預金 4,974,929千円 5,731,225千円

現金及び現金同等物 4,974,929千円 5,731,225千円
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(株主資本等関係)

前第２四半期累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月27日
定時株主総会

普通株式 93,707 15.00 平成28年３月31日 平成28年６月28日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となる

もの

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年11月４日
取締役会

普通株式 93,704 15.00 平成28年９月30日 平成28年12月５日 利益剰余金
 

 

当第２四半期累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年６月27日
定時株主総会

普通株式 93,699 15.00 平成29年３月31日 平成29年６月28日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となる

もの

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年10月27日
取締役会

普通株式 93,698 15.00 平成29年９月30日 平成29年12月４日 利益剰余金
 

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社の事業セグメントは、食品加工事業のみの単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメント情報の記載

を省略しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の

基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第２四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 62円10銭 64円09銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額(千円) 387,921 400,360

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 387,921 400,360

普通株式の期中平均株式数(株) 6,247,112 6,246,574

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 61円84銭 63円74銭

（算定上の基礎）   

普通株式増加数(株) 26,303 34,395

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株
式で、前事業年度末から重要な変動があったものの
概要

― ―
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２ 【その他】

(１)中間配当

第64期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）中間配当について、平成29年10月27日開催の取締役会

において、平成29年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたし

ました。

①　配当金の総額 93,698千円

②　１株当たりの金額 15円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成29年12月４日
 

 

(２)重要な訴訟事件等

①当社元取締役に対する損害賠償請求訴訟

　

当社は、平成21年11月11日、当社元取締役６名に対し、これらの者による過去の資産運用等について、取締役と

しての任務懈怠（善管注意義務違反、忠実義務違反）等があったことを理由に、これにより当社が被った損害（57

億5,013万7,260円）の一部（11億円（被告２名についてはその内の３億円）およびこれに対する訴状送達日の翌日

から年５分の割合による遅延損害金）について、損害賠償請求訴訟を名古屋地方裁判所に提起しました。本件訴訟

につきましては、平成23年11月14日、名古屋地方裁判所からの和解勧告に従い、被告６名のうち２名について和解

により解決しております。その後、平成23年11月24日、名古屋地方裁判所は、和解勧告に応じなかった被告４名

（菊池渡、山村友幸、西郷義美および鈴木昌也）のうち、菊池渡および山村友幸の２名に対しては、当社の請求ど

おり、３億円および遅延損害金の支払いを命じ、その余の当社の請求は棄却する旨の判決を言い渡しました。当社

としましては、当該判決のうち当社の請求が認められなかった部分を不服として、平成23年12月12日、名古屋高等

裁判所に控訴を提起しておりましたが、平成25年１月21日、名古屋高等裁判所からの和解勧告に従い、西郷義美お

よび鈴木昌也の２名について和解により解決しております。一方、菊池渡および山村友幸は、名古屋地方裁判所に

よる一審判決を不服として、平成23年12月９日、名古屋高等裁判所に控訴を提起しておりましたが、平成25年３月

28日、名古屋高等裁判所は、当該控訴をいずれも棄却する旨の判決を言い渡しました。その後、菊池渡および山村

友幸は、平成25年４月12日付けで最高裁判所に対する上告受理の申立てを行っておりましたが、平成25年10月１

日、最高裁判所は、当該申立てを上告審として受理しない旨の決定を言い渡しました。なお、本決定に基づく回収

の見通しは不確定であることから、詳細が決まり次第、適時開示いたします。

 

②株式会社ＭＡＧねっとホールディングス（当時の商号は、株式会社ＭＡＧねっと。以下、「ＭＡＧねっと」とい

います。）および株式会社ＡＳＡ（当時の商号は、株式会社ＫＥホールディングス。以下「ＡＳＡ」といいま

す。）に対する保証債務履行請求訴訟

　

当社は、平成21年１月16日、株式会社ＳＦＣＧ（以下、「ＳＦＣＧ」といいます。）が発行したコマーシャル・

ペーパー（額面金額15億円。以下、「本ＣＰ」といいます。）を引き受けた際、同日付けでＭＡＧねっとおよびＡ

ＳＡから本ＣＰに係る償還債務全額について保証を受けておりました。その後、ＳＦＣＧが平成21年２月23日、東

京地方裁判所民事20部に対し民事再生手続開始を申立てたことにより、本ＣＰに係る償還債務全額についてＳＦＣ

Ｇが期限の利益を喪失した結果、当社は、保証人であるＭＡＧねっとおよびＡＳＡに対し、平成21年２月26日、本

ＣＰに係る15億円の保証債務履行請求訴訟を東京地方裁判所に提起しました。本件訴訟につきましては、平成22年

４月30日、東京地方裁判所民事第45部より、原告（当社）の被告ら（ＭＡＧねっとおよびＡＳＡ）に対する総額15

億円および遅延損害金の請求権の存在を認める旨の判決が言い渡されました。その後、被告らが東京高等裁判所に

控訴しましたが、平成22年10月28日、東京高等裁判所第４民事部より、被告らが原告（当社）に対して、連帯して

15億円および遅延損害金を支払うよう命じる判決が言い渡されております。

なお、株式会社東京証券取引所は、平成28年６月30日、ＭＡＧねっとが同日提出した有価証券報告書によって、

ＭＡＧねっとが平成27年３月期決算に続いて平成28年３月期決算においても債務超過となったことが確認されたた

め、ＭＡＧねっと株式を平成28年８月１日に上場廃止とすることを決定し、整理銘柄に指定しました。その後、Ｍ

ＡＧねっと株式は、平成28年８月１日付けで上場廃止となりました。

今後とも、判決に基づく回収の見通しは不確定であることから、詳細が決まり次第、適時開示いたします。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成29年11月10日

佐藤食品工業株式会社

取締役会  御中

新日本有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員  
公認会計士   日　　置   重　　樹   印

業 務 執 行 社 員  
 

 

指定有限責任社員  
公認会計士   松　　岡   和　　雄   印

業 務 執 行 社 員  
 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている佐藤食品工業株

式会社の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第64期事業年度の第２四半期会計期間（平成29年７月１日から

平成29年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成29年４月１日から平成29年９月30日まで）に係る四半期財務諸

表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、佐藤食品工業株式会社の平成29年９月30日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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